
【現場職員対象】 

令和５年度福井県相談支援従事者およびサービス管理責任者等専門コース別研修 

（障害児支援）実施要領 

 

１ 目的 

本研修は、障害児支援に携わる職員を対象に実施します。障害児および児童期特有の視点や支援内

容を理解するために、支援提供の基本姿勢の理解を深める研修を実施することで、障害児支援の資質

の向上を目的とします。 

  なお、本研修の修了は、相談支援専門員・児童発達支援管理責任者として従事するために必須のも

のではありません。 

 

２ 実施主体 

福井県 

 

３ 共催 

  福井市 

 

４ 対象者 

以下の（１）（２）（３）のいずれかを満たす者。 

（１）相談支援に従事している者のうち、相談支援従事者現任研修を受講していないもの 

（２）基礎研修を受講した者のうち、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者実践研修を 

受講していないもの 

※上記に該当する方であっても、児童発達支援センター職員・基幹相談支援センターの職員、地域

の人材育成に携わっていく方は【人材育成を担うリーダー対象】にお申込みください。 

 

５ 研修日程および会場 

（１）研修日程 

   令和６年２月２１日（水）～２２日（木） 

（２）開催場所 

   県社会福祉センター（福井市光陽２丁目３－２２） 

 

６ 定員 

  約６０名 

※ 定員を超えた場合は受講をお断りすることがありますので御了承ください。 

上記の場合、福井市との共催のため、福井市内の事業所等の受講を優先します。 

また、同事業所から複数のお申込みがある場合は、１名に限らせていただきます。 

 

７ 研修内容および研修計画について 

研修は、別紙「相談支援従事者および児童発達支援管理責任者専門コース別研修（障害児支援）カ

リキュラム」に基づき、講義および演習を実施します。 



８ 講師 

講義：一般社団法人 全国児童発達支援協議会 理事 光真坊 浩史 先生 

演習：県内講師 

 

９ 受講者の推薦および申込み方法 

（１）受講者の推薦 

市町障害者福祉主管課長、障害福祉サービス事業実施法人の長等は、受講させたい者について（２）

の方法で申し込んでください。 

 

（２）電子申請について 

福井県総合福祉相談所のホームページ内の研修案内ページより申込んでください。 

受講決定通知の確認には、申請時に登録したE-Mailアドレス、パスワード、および申請完了後に

通知された受付番号が必要になりますので、お忘れのないよう御注意ください。 

 

  【研修案内ページ】 

   ・「福井県総合福祉相談所トップページ」（http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/soudansyo/） 

→「お知らせ：専門コース別（障害児支援）研修申込み」 

   ・「福井県総合福祉相談所トップページ」→「知的障がい者相談」 

→「障害者総合支援法に基づく各種研修について」 

→「専門コース別（障害児支援）研修申込み」 

 

（３）申込期限 

   令和６年１月２４日（水）：１２：００必着 

 

（４）申込みにあたっての注意事項 

※ 受講を修了した者に授与する修了証書は、申込み時の氏名等をもとに作成するため、受講者の

氏名・生年月日については、記入漏れや誤字・脱字のないよう注意してください。 

※ 研修申込みにおいて記載された個人情報は、本研修の修了証書の交付、研修修了者の名簿作成、

研修でのグループ分けなどの研修に関連する業務においてのみ利用します。 

 

10 受講者の決定および通知の交付 

受講者の決定は、推薦された者の中から福井県が決定し、申込み締め切り後２～３週間を

めどに電子申請システムからE-Mailにて通知します。なお、研修修了者については、修了証

書番号、修了年月日、氏名、連絡先等必要事項を記載した名簿を作成するとともに、個人情

報として十分注意を払った上で県の責任において一元的に管理します。 

 

【電子申請システムから届く受講決定に関する通知】 

送信元：福井県電子申請サービス（info@shinsei.e-fukui.lg.jp） 

E-Mailタイトル：【電子申請】通知書発行のお知らせ 

 

 

 

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/soudansyo/
mailto:info@shinsei.e-fukui.lg.jp


11 修了証書 

 別紙１のとおり、既定の全カリキュラムを受講した者には、修了証書を授与します。 

※ 各カリキュラムの時間数は、国の告示にて定められているため、欠席、遅刻、途中退

室のほか、課題提出の不備等で受講が認められなかった場合は、修了証書を交付しませ

んので御留意ください。なお、研修開始後１５分以上の遅刻は欠席とみなします。 

 

12 その他 

  今後の情勢等により、日程の変更や延期・中止となる可能性がありますので、あらかじめ御了承く

ださい。また、洪水・大雨・暴風雨（雪）警報が発令される場合は延期を検討し、研修前日１８時ま

でに福井県総合福祉相談所のホームページ内に記載します。 

 

最新の情報は福井県総合福祉相談所のホームページ 

（http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/soudansyo/）を定期的に御確認ください。 

 

 

13 お問い合わせ先 

  福井県総合福祉相談所 障がい者支援課（担当：高澤・辻・白崎） 

E-Mail：sgk-info@pref.fukui.lg.jp  

 

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/soudansyo/
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